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居宅介護支援重要事項説明書 
                              ＜令和 6年 4月 1日現在＞ 

 

 

当事業所が提供する居宅介護支援のサービス内容、注意事項について説明いたします。 

 

 

１．事業者 

（１）法人名   社会福祉法人 広谷福祉会 

（２）所在地   広島県府中市広谷町３９１番地 

（３）電話番号  ０８４７－４５－０８９３ ＦＡＸ ０８４７－４５－７０２８ 

（４）代表者氏名 理事長 後藤 信行 

（５）設立年月  平成３年８月２日 

 

２．事業所の概要 

（１）名称及び所在地等 

事業所名称 セイフティー信和居宅介護支援事業所 

所在地 広島県府中市広谷町３９１番地 

介護保険指定番号 ３４７１７０００３３ 

管理者 内海 美絵 

 

（２）運営方針 

      ① 可能な限り利用者の居宅において、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択

に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的か

つ効率的に提供されるよう援助を行います。 

      ② 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される指定

居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのな

いよう公正中立に行います。また他の施設・支援事業者等との連携に努めます。 

      ③ 利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、利用者やその家族は、居宅

サービス事業者について複数の紹介を求めることができ、また、当該居宅サービス事

業者を居宅サービス計画に位置付けた理由を求めることが可能です。 

      ④ 円滑な医療機関との連携に努めるにあたり、利用者の同意を得て主治医の意見を求め 

        ると共に、医師に対し作成した居宅サービス計画を交付します。また、介護支援専門

員が把握した利用者の状況について、主治医等に必要な情報伝達を行います。 

      ⑤ 居宅介護支援を行うに当たって、介護保険等関連情報等を活用し、その事業所単位で 

        ＰＤＣＡサイクルを構築・推進することにより、提供するサービスの質の向上に努め

ます。 

 

（３）職員体制 

職  員 常 勤 非常勤 合 計 事業者の人員基準 

管理者 １    １ １ 

主任介護支援専門員 ２    ２ 管理者 

介護支援専門員 ３    ３ 必要数 

事務職員 １ １   ２ 必要数 

   

（４）営業時間 

平日 午前８時３０分～午後５時３０分 

日・祭日・12月 30日～1月 3日 休業 
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（５）通常の事業実施地域 

     府中市（上下町を除く）、福山市新市町 

 

３．サービスの概要 

  （１）利用できる方 

    ○ 要介護認定を受けようとされる方 

    ○ 要介護状態（要介護１～５） (常に介護を必要とする寝たきり、認知症状態の人) 

 

  （２）サービスの内容 

    事業者は、利用者に対し担当介護支援専門員を任命し、以下のサービスを提供します。 

① 居宅サービス計画の作成 

② 居宅サービス事業者との連絡・調整           

      ③ サービス実施状況の評価 

      ④ 利用者状態の把握 

        ⑤ 給付管理 

      ⑥ 要介護認定申請に対する協力・援助 

      ⑦ 相談業務 

 

  （３）介護支援専門員の交替、協力依頼 

     ① 事業者からの介護支援専門員の交替 

       事業者の都合により介護支援専門員を交替することがあります。交替する場合は、利

用者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。 

     ② 利用者からの交替の申し出 

       選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上

不適当と認められる事情、その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対し

て交替を申し出ることが出来ます。ただし、利用者から特定の介護支援専門員の指名

は出来ません。 

     ③ 協力依頼 

       利用者が入院した場合等に円滑な医療機関との連携を図るため、担当介護支援専門員

の氏名や連絡先等の情報を当該医療機関の職員等に提供するよう、利用者に協力を依

頼します。 

 

 ４．利用料金 

    ○ 当事業所が提供するサービスについて、通常の場合、利用料金は介護保険から給付されま

すので、ご契約者の利用料負担はありません。 

     ○  利用者の保険料滞納等のため、法定代理受領ができなくなった場合、要介護度に応じて下

記の金額（１か月当り）をいただき、「サービス提供証明書」を発行いたします。後日、 

      保険者の窓口に提出することで、全額払い戻しを受けられます。 

       

（１）居宅介護支援費（Ⅱ）       要介護１又は２   １月に付き １０，８６０円 

要介護３,４又は５  １月に付き １４，１１０円 

（２）特定事業所加算（Ⅰ）       １月に付き ５，１９０円 

特定事業所加算（Ⅱ）       １月に付き ４，２１０円 

特定事業所加算（Ⅲ）       １月に付き ３，２３０円 

特定事業所加算（Ａ）         １月に付き １，１４０円 

初回加算             １月に付き ３，０００円 

入院時情報連携加算（Ⅰ）     １回に付き ２，５００円 

入院時情報連携加算（Ⅱ）     １回に付き ２，０００円 

退院・退所加算（Ⅰ）イ       １回に付き ４，５００円 

退院・退所加算（Ⅰ）ロ       １回に付き ６，０００円 
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退院・退所加算（Ⅱ）イ       １回に付き ６，０００円 

退院・退所加算（Ⅱ）ロ       １回に付き ７，５００円 

退院・退所加算（Ⅲ）        １回に付き ９，０００円 

（※退院・退所加算は入院・入所期間中１回まで。初回加算を算定する場合は、当該加算 

  は算定しない。） 

通院時情報連携加算         １回に付き   ５００円（1 回/月 限度） 

ターミナルケアマネジメント加算   １月に付き ４，０００円 

      緊急時等居宅カンファレンス加算    １回に付き ２，０００円（2 回/月 限度） 

運営基準減算             所定単位数の▲５０％  

特定事業所集中減算          １月に付き ▲２，０００円 

   

５.虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げると

おり必要な措置を講じます。 

（1） 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者  宇根 隆司 (主任) 

（2） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知

徹底を図っています。 

（3） 虐待防止のための指針の整備をしています。 

（4） 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報し

ます。 

 

 ６.事故発生時の対応 

     ○  サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、市町、関係医療機関への連絡 

       を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、 

       賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。 

７.身分証携行義務 

介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示

を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

  ８．秘密の保持 

     ○ 事業者及び従業者は、個人情報の使用に係る同意書にある内容に基づき、業務上知り得 

た利用者又はその家族の秘密を保持します。 

       また、退職後においてもこれらの秘密を保守すべき旨を、従業者との雇用契約の内容と 

       しています。 

  

９. 衛生管理等 

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

   ①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむ

ね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 

   ②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

   ③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

１０. 業務継続計画の策定等について 

(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に

実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を  

策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 
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(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に

実施します。 

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１１. 公正中立の確保 

    ○ 利用者に提供される指定居宅サービス等が不当に偏ることのないよう、公正中立に行わ 

       なければならないこと等を踏まえ、前６月間に当事業所において作成された居宅サービ 

       ス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以 

       下、訪問介護等という）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、 

       前６月間に当事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等 

ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者 

によって提供されたものが占める割合（上位３位まで）等につき、居宅介護支援の提供 

開始に際し利用者又はその家族の理解が得られるよう十分説明する義務を負います。 

   

（令和５年９月１日～令和６年２月末）    

 

１２．相談・苦情受付について 

     ○ 苦情の受付担当者は以下の者です。 

        担当者  内海 美絵（管理者） 

        電話  （０８４７）４５－６２００／４５－０８９３ 

○ 窓口の受付時間 

        ８：３０～１７：３０（日・祝日を除く） 

○ 苦情受付の流れ 

① セイフティー信和居宅介護支援事業所管理者を苦情解決責任者に、別に苦情受付

対応者を位置付ける。 

② 一時対応者は苦情受付対応の基本的な心構えに十分配慮する。 

③ 苦情申出者が一時対応者を指定して申し出ていない場合は、一時対応者はあまり

苦情について詳細には聞かず、速やかに苦情受付担当者に連絡し、状況を正確に

伝達する。 

④ 苦情申立者が特にその一時対応者を指定して申し出ている場合には、苦情の詳細

を確認する。その際、「三現主義」（「現場」で「現物」を「現実的」に把握するこ

と）で情報の収集と分析を的確に行い、苦情申立を受け付ける。 

⑤ 「苦情受付対応票」に必要事項を記入する。 

       苦情の内容については、広谷福祉会の苦情処理委員会が善処します。 

サービス種別／割合 紹介上位事業者名および割合 

訪問介護 

（１９％） 

アシナヘルパー 

ステーション 

（３１％） 

府中市社会福祉協議会 

訪問介護 

（３０％） 

ＪＡ福山市訪問介護 

事業所ひだまり 

（２２％） 

通所介護    

（４９％） 

セイフティー信和 

デイサービスセンター 

（７０％） 

デイサービス    

ゆうゆう高木 

（１５％） 

ＪＡ福山市高齢者福祉

センターひだまり 

（６％） 

地域密着型通所介護

（３％） 

通所介護事業所 

府中静和寮 

（７２％） 

ケアビレッジだいきち 

（２５％） 

          

デイサービス 

ことぶき庵 

（３％） 

 

福祉用具貸与 

（５４％） 

中央リハビリサービス 

          

（７０％） 

土井木工福祉プラザ 

          

（１２％） 

日本基準寝具 

福山営業所 

（７％） 
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○ 事業所以外の窓口 

府中市健康福祉部 

介護保険課介護福祉係 

所在地 広島県府中市府川町３１５ 

電話番号 ０８４７－４０－０２２２ 

fax番号 ０８４７－４５－５５２２ 

対応時間 ８：３０～１７：１５（土日祝を除く） 

 

福山市保健福祉局 

長寿社会応援部介護保険

課 

所在地 広島県福山市東桜町３番５号 

電話番号 ０８４－９２８－１１６６ 

fax番号 ０８４－９２８－１７３２ 

対応時間 ８：３０～１７：１５（土日祝を除く） 

 

広島県国民健康保険団体

連合会介護保険課 

所在地 広島市中区東白島町１９番４９号 

電話番号 ０８２－５５４－０７８３ 

fax番号 ０８２－５１１－９１２６ 

利用時間 ８：３０～１７：１５（土日祝を除く） 

 

  

 １３. 第三者評価の実施について 

     〇直近での専門評価による第三者評価の実施ありません。 

 

 

  

   

  

 

   年  月  日 

 

 

居宅介護支援サービスに関する重要事項の説明を本書面に基づき行いました。 

 

セイフティー信和 居宅介護支援事業所 

 

 

説明者職名  介護支援専門員         氏名             

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受けました。 

 

 

利用者住所                 氏名             

 

 

 

 

代理者住所                氏名               

 （続柄） 


